
自治基本条例の概要
· 自治基本条例の概要
· 自治体の憲法的位置付け

· 自治（まちづくり）の基本理念や基本原則、町民共通のルール
· 市民主体、役所や議会の役割、市民・役所・議会の協働等が明記されているもの

· 全国で約126団体が制定（全体の約７％）（【資料４】参照）
· 条例体系のイメージ（下図）









· １「Ａ条例、Ｂ条例、Ｃ条例･･･」は、例えば「福祉基本条例、環境基本条例、土地利用基本条例･･･」など。
· ２「a*条例、a**条例･･･」には、「自主条例」と「法令事務条例」がある。
『自治体法務検定公式テキスト』（2009年、第一法規）32頁より
· 自治基本条例のトレンド
	◆政策テーマ型から自治の基本型へ

	政策テーマ型
	自治の基本型

	個別の分野に特化し基本的方向や施策を定める。
	基本理念・ビジョン、市民主体のまちづくりを示す。

	◆サブセット型からフルセット型へ

	サブセット型
	フルセット型

	右のどれかが欠けている条例。
	①自治の基本理念＋②自治の主体としての市民＋③行政・議会の組織・運営・活動に関する基本的事項＋④市民・市民活動団体の活動に関する事項

	◆理念型から具体的規定型へ

	理念型
	具体的規定型

	理念規定中心の条例。条文の少ない簡潔な条例。例）箕面市まちづくり理念条例
	具体的な権利・制度、仕組みが規定。

例）ニセコ町条例


· 自治基本条例の類型

【1】 理念の宣言を基本とする条例
　　箕面市まちづくり理念条例、志木市市政運営基本条例　etc…
【2】 自治の基本と参加・協働を規定する条例（自治基本条例）
　　ニセコまちづくり条例、杉並区自治基本条例、多摩市自治基本条例　etc…
【3】 住民の参加と協働を規定（住民参加条例）
　　　　西東京市市民参加条例、宝塚市市民参加条例、清瀬市まちづくり基本条例　etc…
· 上記の図では自治基本条例は住民参加条例よりも最高規範として位置づけられることから、実際の類型としては、【１】【２】か。
· ニセコ町の自治基本条例

・平成12年12月「ニセコ町まちづくり基本条例」制定
・自治基本条例の先駆け的な存在
・まちづくり懇談会、まちづくり町民講座等による市民主体の制定方法
・ニセコ町まちづくり基本条例の主な内容

以上
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【資料３】





○まちづくりの基本原則


　　　情報共有の原則


　　　情報へアクセスする権利


　　　行政の説明責任


　　　住民参加の原則 (町の仕事の企画立案、実施、評価の各過程における町民参加の保障) 


○情報共有の推進


　　　意思決定の明確化、情報共有のための制度保障


○まちづくりへの参加の推進


　　　まちづくりに参加する権利の保護


　　　こどもたちの参加の権利保護


　　　町民の責務（総合的視点に立った言動） 


○コミュニティの育成 


○議会の役割と責務（一次改正で追加）


　  　意思決定機関、議決機関としての議会


　　　情報共有と住民参加による議会


　　　自主的、自立的な会期外活動


　　　政策会議の設置


　　　政策提言、立法活動を中心とした議員の役割


○行政の役割と責務 


　　　町長他特別職の就任時の宣誓　　


　　　政策法務の推進（一次改正で追加）


　　　危機管理体制の確立（一次改正で追加）


　　　町民公募の行政運営


　　　意見・要望・苦情等への応答義務と町民の権利保護


　　　行政職員の専門スタッフとしての役割（職員ひとりひとりが責任ある役割） 


　　　法令遵守（一次改正で追加）





○町民と行政の協働


　　　計画過程への町民参加と情報明示


　　　提出された意見の採否の結果及び理由の公表 


　　　計画進行状況の公表（一次改正で追加） 


○財政


　　　予算策定過程の透明性確保


　　　仕事の評価に役立つ決算 


　　　町長は財政状況に対する見解を示す


○評価


　　　行政評価、職員評価などの総合評価


　　　町民参加による評価（一次改正で追加） 


○町民投票制度


　　　町長は投票結果の取扱いを事前に公表する　　　　　　　　　　


○連携


 　　　ニセコファンとの連携、近隣自治体との連携、目的に応じた広域連携、国際連携


○条例制定の手続における町民参加 


○まちづくり基本条例の位置づけ


　　　他の条例によりまちづくりの制度を設ける場合はこの条例を最大限に尊重


○４年に１度の条例見直し
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